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NIITSUポキパス2025AUTUMN終了間近！！

開催終了後のご案内

１０月１日から実施してまいりました「NIITSUポキパス2025AUTUMN」も、１１月３０日をも

って期間終了となります。残りわずかとなりましたが、参加店舗様におかれましては、引き続

き多くのお客様に楽しんでいただけるよう、最後までご協力をお願いいたします！

開催期間終了後は、ポキパスラリー抽選会を行い、参加店舗でご利用いただける共通利用券

を発送します。当選者の方が利用券をお持ちになり来店された際は、ご対応のほど宜しくお願

いいたします。

ポキパスラリー抽選会・共通利用券について

◆応募締切 令和７年１２月７日（日）

◆景 品 参加店舗で使用できる共通利用券３，０００円分（１，０００円券×３枚）

◆当選人数 ８０名

◆景品発送 令和７年１２月１５日（月）予定

◆利用期間 景品到着後 ～ 令和８年１月３１日（土）

※共通利用券の使用が難しい店舗様は、当所担当者までご連絡ください。

共通利用券の換金について

換金スケジュール 令和８年２月２日（月）～２月１３日（金）（予定）

※景品発送時に、参加店舗様にも詳細をご案内いたします。

＜担当：神尾・井上＞

令和８年 新春賀詞交歓会参加者募集！

恒例の新春賀詞交歓会を会員同士の親睦を図る目的で開催いたします。

１．日 時 令和８年１月９日（金） １８：００～２０：００

２．会 場 割烹一楽（秋葉区新津本町２－７－１０）

３．定 員 会員１２０名（着座形式）

４．会 費 ７,０００円（税込み）

５．申込締切 令和８年１月５日（月）または定員になり次第

参加をご希望の方は、別添の案内文にてお申し込み下さい。

秋葉区障がい者チャレンジ支援 協力企業・事業所様を募集しています

秋葉区役所の事業として、区内の障がい者支援施設から派遣された障がい者が、区役所や事

業所等で指導員付き添いのもと軽作業等を行います。

【作業例】

商品棚整理、清掃作業、商品ラベル貼り、配布物の封詰め作業、シュレッダーがけ など

【申し込み期限】

令和７年１２月５日(金)までに下記担当までご連絡下さい。

【お問い合わせ】秋葉区健康福祉課 障がい福祉係電話：0250-25-5682 担当：金子

固定資産税(償却資産)の申告について

固定資産税は、土地・家屋のほか償却資産（事業で使用している機械・器具・備品等）も対

象です。

償却資産の所有者は、その資産が所在する市町村長へ１月１日現在における当該償却資産につ

いて申告することが地方税法第383条の規定により義務づけられています。

該当の資産がある場合は、令和８年２月２日(月)までに申告をお願いします。

申告の際には、オフィスやご自宅から申告できる便利なｅＬＴＡＸ（エルタックス）の電子申

告をぜひご利用ください。

詳しくは新潟市ホームページ（https://www.city.niigata.lg.jp/）で「新潟市償却資産」で検

索してください。

償却資産の

申告について
ｅＬＴＡＸ

ホームページ

【お問い合わせ】

新潟市 資産税課 償却資産係

電話：025-226-2277（直通）

Ｅ-ｍａｉｌ：shisanzei.to@city.niigata.lg.jp
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経営改善貸付（マル経融資）

（賃上げ貸付利率特例制度あり ※利下げ）

制 度 名 融資限度額 使途（返済期間） 利 率 等

経営改善貸付
２,０００万円

運転 ２.００％ ※11/4現在

（マル経融資） 設備
（１０年以内）

特例:上記利率-0.5%(2年間)

マル経融資は、商工会議所の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して

商工会議所会頭が推薦し、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です。

【推薦要件】

①原則として６ヶ月以上、商工会議所の経営指導を受けている方

②最近１年以上、新潟市秋葉区（新津地域）内で事業を営んでいる方

③常時使用する従業員が商業･飲食業･サービス業では５人以下（宿泊業及び娯楽業は２０人

以下）、製造業･その他業種では２０人以下の法人・個人事業主

④所得税、法人税等の納期到来分の税金を完納されている方

⑤日本政策金融公庫国民生活事業の融資対象業種を営んでいる方

【特例：賃上げ貸付利率特例制度の対象者について】

創業後３ヶ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額の総額が最近の

決算期と比較して２.５％以上増加する見込みがある事業者に限ります。

～制度のご利用について、お気軽にご相談下さい！～

＜担当：経営指導員（近藤・柳・榎）＞

資金繰り円滑化相談会（毎月定例開催）

中小企業者の事業の円滑な資金調達を支援するため、新津商工会議所を会場に次の定例

相談会を毎月開催しています。当所経営指導員までご予約をお願いいたします。

□ 新潟県信用保証協会定例相談会（原則毎月第１火曜日１０：００～）

・１２月 ２日（火） ・１月 ６日（火）

□ 日本政策金融公庫定例相談会 （原則毎月第２火曜日１０：００～）

・１２月 ９日（火） ・１月 １３日（火）

＜担当：経営指導員（近藤・柳・榎）＞

◆◆一人でも雇ったら、労働保険に必ず加入を◆◆
～労働保険 はたらく安全、つなぐ安心。～

労働者（パート、アルバイト等を含む）を１人でも雇っている事業主は労働保険（労災保険・
雇用保険）に加入しなければなりません。
労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給付金のほか、雇用の安定のために事業主に支給さ

れる助成金などの各種支援制度も設けられており、労働者はもとより事業主のためにも欠くこ
とのできない制度です。
また、人手不足の折、事業主にはコンプライアンスが求められており、より良い人材を確保

する意味でも、労働保険に必ず加入している必要があります。
まだ、労働保険の加入手続きを行っていない事業主におかれましては、管轄の労働基準監督

署または公共職業安定所（ハローワーク）で加入手続きをとられるようお願いします。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

＜お問い合わせ＞
新潟労働局総務部 労働保険徴収課（ＴＥＬ：０２５－２８８－３５０２）
または、お近くの労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）

事業継続力強化計画を策定しましょう

「事業継続力強化計画」とは、中小企業が自社の災害リスク等を認識し、防災・減災対策の

第一歩として取り組むために、現在及び将来的に行う災害対策などを記載するものです。認定

を受けた中小企業は、防災・減災設備に対する税制措置、低利融資、補助金の加点措置等を受

けることができます。

【認定を受けた企業に対する支援策】
・ロゴマークの活用（HPや名刺等で認定のPRが可能）・低利融資等の金融支援防災、減災設備

に対する税制措置・補助金の加点措置・中小企業庁HPでの認定企業公表

【各種金融支援の概要】
①日本政策金融公庫による低利融資（BCP資金）②中小企業信用保険法の特例

③中小企業投資育成株式会社法の特例 ④日本政策金融公庫によるスタンバイ・クレジット

計画策定のご相談は、お気軽に当所経営指導員までお問い合わせください。

＜担当：経営指導員（近藤・柳・榎）＞

【 年 末 調 整 個 別 相 談 会 】 の ご 案 内
～事前にご予約をお願い致します～

◆日 時 令和８年１月１３日（火）・１４日（水）
９：３０～１２：００／１３：００～１６：００ ※予約は３０分単位

◆会 場 新津商工会議所３Ｆ
◆対 象 新津地域で個人事業を営む方 ※税理士関与の方はご遠慮下さい

◆持ち物 ①年末調整の書類一式（税務署より郵送済み）
②令和７年分所得税源泉徴収簿（ご記入の上、ご持参下さい）
③生命保険料・社会保険料（国民年金・介護保険・国民健康保険等）・地震
保険料の各控除証明書または払込金額の確認ができるもの

④給与支払者および給与受給者のマイナンバーの番号
⑤扶養親族や控除対象配偶者等の氏名・生年月日・マイナンバーの番号

※昨今の物価高騰や運営経費の増加等により今年度から年末調整相談手数料（550円～）を
頂くこととなりました。今後も安定した相談体制を維持し、皆様により充実したサービスを
提供するためのものです。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。




